
船舶インシデント調査報告書 

令和２年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和元年５月６日 １１時００分ごろ 

発生場所 大分県津久見
つ く み

市津久見港 

 津久見港西防波堤西灯台から真方位０６５°７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０４.９′ 東経１３１°５２.３′） 

インシデントの概要  油送船第三松井
ま つ い

丸は、航行中、クラッチが繋
つな

がらなくなり、運航不

能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年６月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油送船 第三松井丸、１８トン 

２９４－１９７９２大分、松井アスファルト株式会社 

ディーゼル機関、４サイクル、出力７７kＷ、連続最大回転数毎分 

２,５００、６気筒 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、他船への燃料補給の目的で航行

中、機関室から異音がしてクラッチが繋がらなくなり、運航不能とな

った。 

 本船は、僚船にえい
．．

航されて造船所へ到着し、機関整備業者が点検

したところ、主機の出力軸とクラッチの入力軸を繫ぐスプライン部

（軸方向に切削された歯型の軸を同様の歯型を内側に切削した溝に差

し込んで嵌
かん

合し、動力を伝達する部分）が経年使用によって摩耗して

滑りを生じ、主機の動力を伝達できない状況となっており、のち修理

された。 

 本船は、平成２１年ごろ主機の開放整備を行っていたが、その際、

主機の出力軸とクラッチの入力軸を繫ぐスプライン部の点検を行って

いたかは不明であった。 

分析  本船は、主機の出力軸とクラッチの入力軸を繋ぐスプライン部が長

年開放点検されずに航行していたところ、同スプライン部が経年使用

により摩耗して滑りを生じたことから、主機の動力を伝達できなくな

り、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、主機の出力軸とクラッチの入力軸を繋

ぐスプライン部が長年開放点検されずに航行していたところ、同スプ



ライン部が経年使用により摩耗して滑りを生じたため、主機の動力を

伝達できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機の出力軸及びクラッチの入力軸との嵌合部の開放点検を定期

的に行うこと。 

 


